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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地材により形成された下地層と前記下地材の上に表層材を敷設して形成された表層と
を有する複数の表面仕上材が屋内外の床又は壁の表面に張られ、前記各表面仕上材間に形
成される表面仕上材の目地において、
　前記目地は、複数の小片材を散りばめ可能に目地幅を大きく取って、下地材と、表層材
とにより形成され、
　前記表層材は、主として、屑自然石及び屑レンガの少なくとも一方を含む廃材の小片材
が採用され、前記下地材の上に散りばめられて、前記目地に外観的デザインを付与し、
　かつ、前記目地のひび割れ、沈下を防止可能に、前記目地の両側の各表面仕上材は下地
材の縁部が表層材の縁部に対して凸状に形成される、
ことを特徴とする表面仕上材の目地。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は表面仕上材及びその目地に関し、更に詳しくは、例えば公園、広場、園路、街
路、遊歩道等に敷設する表面仕上材、及び表面仕上材－表面仕上材間の目地に関する。
【０００２】
【従来の技術】
採石場で床版等として用いる自然石を切り出す際、例えば断層等によって基本色や基本模
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様とは異なる色や模様が表面に現われたり、破損等した石は廃棄処分とされ、例えば断層
が多く含まれる白河石の採石場では、廃棄量が切出し量全体の１／３～１／４にも及んで
いる。また、レンガも例えば焼き過ぎ、歪み、欠け割れ等により、不良品が大量に発生し
ているのが現況である。
【０００３】
一方、現在、公園等に敷設される床仕上材としては、工場で適宜な形状のものを大量に連
続製造可能で自然石等に比べコスト的に有利なコンクリート製のいわゆるインターロッキ
ングや平板が最も多用されている。しかしながら、かかるコンクリート製品に施される赤
、青等の着色は経年的に退色が起こり、敷設個所が敷設施工当初と比べ見苦しくなるとい
った欠点がある。この点、自然石やレンガでは天然の趣や色合いが半永久的に維持される
。更に、上記コンクリート製品は一つ一つを個性的に製造することは困難であるため、形
状、色、配列等を工夫しても、敷設態様の外観的バリエーションには一定の限界がある。
【０００４】
また、従来の表面仕上材－表面仕上材間の目地は単にモルタルや砂等を充填するに過ぎず
、目地自体に人目を引き付けたり和ませたりするような工夫等は全く見られなかった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は以上のような点に鑑みて成されたものであり、その目的は、通常は廃棄処分等
とされる自然石、レンガ等を有効に利用することができる表面仕上材及びその目地を提供
することにある。
【０００６】
　本発明の別の目的は敷設対象個所の外観的バリエーションの自由度を拡大することがで
きる表面仕上材を提供することにある。
【０００７】
　本発明の更に別の目的は目地自体に外観的デザインを持たせることができる目地を提供
することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、下地材により形成された下地層と前記下地材の上に表層材を敷設して
形成された表層とを有する平板からなり、屋内外の床又は壁の表面に張る表面仕上材にお
いて、前記表層材に、主として、使用不能、不良品その他の理由により、使用できない又
は廃棄処分される自然石及びレンガの少なくとも一方を含む、形状が概ね不均一の不定形
状の各種の廃材が採用され、前記表層は前記各表層材を選択的に使って手工業的に作製さ
れ、前記各表層材の持つ形状、色、模様、手工業的な作製による個性により、外観的バリ
エーションを出し、かつ、複数の平板が隣接してジョイント可能に、前記平板の片側一方
の縁部は下地層が表層に対して凹状に、片側他方の縁部は下地層が表層に対して凸状にそ
れぞれ形成される、ことを特徴とする表面仕上材が提供される。
【０００９】
ここで下地材としてはモルタル、コンクリート等を好ましく用いることができる。
【００１０】
また、上記表層材とは、自然石、レンガ、タイル、磁器、瓦等、本表面仕上材の表面に現
われる素材をいう。
【００１１】
上記廃材とは、何らかの理由で廃棄処分とされたり、あるいは本来の目的には使用不能と
なった材料をいい、その具体例としては、採石場から切り出す際、断層等によって基本色
や基本模様とは異なる色や模様が現われたり、破損等した自然石、あるいは焼き過ぎ、歪
み、欠け割れ等によって不良品となったレンガ等を挙げることができ、他にタイル（余っ
たり一部破損等したもの等）、磁器（食器の不良品等）、瓦（張り替えによって廃棄とな
るもの等）等を挙げることができ、施工する地域にある廃材を有効に活用することができ
る。
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【００１２】
尚、本表面仕上材では、表層に上記廃材を主として用いるが、廃材ではない新品の自然石
、レンガ等を併用することもできる。尚、廃材はおおむね形状が不均一な不定形状となる
。
【００１３】
本表面仕上材の形状としては、平板様に正方形状等の矩形とすることが好ましいが、適宜
な型枠を用いて任意の形状に作製することができる。
【００１４】
本表面仕上材が床仕上用の場合、固化前の下地材上に不定形状等の自然石、レンガ等を、
本表面仕上材の厚さを略一定とすると共に、本表面仕上材の表面に歩行を妨げるような凹
凸が生じないように密に敷設することが望ましい。
【００１５】
本表面仕上材の作製は、型枠に敷いたモルタル等の下地材上に自然石、レンガ等の主に廃
材を手作業によって敷設して行われる。かかる手作業は地域の街路作りなどに参加しても
らう形で例えば養護学校等の施設に依頼して行うことができ、これによって養護学校生等
の各自の個性を生かした街作りとすることができる。
【００１６】
本表面仕上材では、通常は廃棄等される自然石、レンガ等を有効に利用することができ、
また、手工業的作製によって個々の仕上材に微妙に異なる個性を持たせて、敷設個所を従
来見られなかった外観とすることができる。
【００１７】
　別の本発明では、下地材により形成された下地層と前記下地材の上に表層材を敷設して
形成された表層とを有する複数の表面仕上材が屋内外の床又は壁の表面に張られ、前記各
表面仕上材間に形成される表面仕上材の目地において、前記目地は、複数の小片材を散り
ばめ可能に目地幅を大きく取って、下地材と、表層材とにより形成され、前記表層材は、
主として、屑自然石及び屑レンガの少なくとも一方を含む廃材の小片材が採用され、前記
下地材の上に散りばめられて、前記目地に外観的デザインを付与し、かつ、前記目地のひ
び割れ、沈下を防止可能に、前記目地の両側の各表面仕上材は下地材の縁部が表層材の縁
部に対して凸状に形成される、ことを特徴とする表面仕上材の目地が提供される。
【００１８】
ここでいう表面仕上材には、既述した本発明に係る表面仕上材の他、公知の表面仕上材も
含まれる。
【００１９】
下地材としてはモルタル、コンクリート等を好ましく用いることができる。
【００２０】
また、小片材とは、屑自然石、屑レンガの他、タイル、磁器片、瓦片等が含まれる。
【００２１】
屑自然石及び屑レンガとは、廃材とされた自然石及びレンガの小片、かけら等をいい、例
えば本表面仕上材の作製時に生じた屑石等を用いることができる。
【００２２】
　本目地では、通常より幅広に設定するなどした目地に屑自然石や屑レンガ等を例えばモ
ザイク調に散りばめるなどにより、目地自体に人目を引くような外観的デザインを付与す
ることができる。
【００２３】
【実施例】
以下、本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて説明する。
【００２４】
図1は本発明に係る表面仕上材としての平板１０の一例を示す平面図であり、図２は図１
のＡ－Ａ線断面図である。平板１０は下地材としてのモルタルから形成した下地層１１と
、廃棄処分あるいは不良品等とされた形状が不均一な自然石（片）１２Ａ及びレンガ（片
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）１２Ｂ（白抜き部分）と機械切りした長尺な直方体形状の縁石１２Ｃとから形成した表
層１２とから成る正方形状（約５００ｍｍ×５００ｍｍ）の床版である。
【００２５】
自然石１２Ａ及びレンガ１２Ｂは、所要の型枠（図示せず）に敷いたモルタルの上部に対
し、平板１０の厚さが略一定となり且つ平板１０の表面に歩行を妨げるような凹凸が生じ
ないように、手作業によって密に敷設される。従って、平板１０の表面態様は個々違った
ものとなる。
【００２６】
縁石１２Ｃは下地層１１の左側端（方向は図２に基づく。以下、同じ。）から僅かに左方
に突出するように設けられると共に、下地層１１の右側端は表層１２の右側端より僅かに
右方に突出するよう形成され、これによって平板１０の左右両側部には隣接平板間をジョ
イントさせるための凸部１３及び凹部１３'が設定される。
【００２７】
平板１０は、上述したように手工業的に製作するものであるため、表面態様が一つ一つ異
なるものの、使用する自然石１２Ａの種類を統一したり、自然石１２Ａとレンガ１２Ｂと
の混合割合を略一定とすることにより、個々の平板１０に個性的な風合いを持たせつつも
敷設個所の外観を統一的に仕上げることができる。また、例えば平板１０と公知のコンク
リート製の平板等とを適宜混合して敷設することもできる。
【００２８】
更に例えば自然石１２Ａとしてレンガ色に近い赤茶色の断層部分が表面に現われた白河石
を用いれば、平板１０の表面は縁石１２Ｃ部分を除きセピア色に近い色に統一され、敷設
個所を従来全く見られないいわばヨーロッパ風の趣に仕上げることができる。
【００２９】
尚、以上の平板１０は壁に用いることもできる。
【００３０】
次に、本発明に係る目地施工方法について説明する。
【００３１】
　図３は上述した平板１０（表面態様は省略される。）を敷設し平板間の目地を施工した
状態の一部を示す平面図である。平板１０間には通常より幅広（約２００ｍｍ～２５０ｍ
ｍ程度）の目地２０が適宜設定される。目地２０は砕石層３０（図４参照）上に下地材と
してモルタル２１（図４参照）を敷いた後、固化前のモルタル上に小片材としての屑自然
石２１Ａ及び屑レンガ２１Ｂ（図において特に区別されない。）を略均等に散りばめて仕
上げられる。これによって従来全く見られなかったモザイク調の目地２０を形成すること
ができる。また、従来の平板敷は限られたサイズ（約３００×３００ｍｍ等）の平板を用
いていたため、張り上がりがチマチマしたものとなり、ドッシリとした安定感が不足して
いたが、本実施例では、目地幅を大きく取って、平板１０の表層１２と同一系統の材料を
使用することで、目地を含む床全体の外観が統一されたものとなり、安定し落ち着いた仕
上りとなる。
【００３２】
尚、本方法では、例えば目地の交点等に所要形状に加工した透水性を有する石（白河石、
コウカ石等）２２を設けたり、更にこの石２２の中央に上下に貫通する穴２３を設け、こ
の穴２３に砂等を詰める等して、透水性を確保することができる。図４は、目地に透水性
を付与する穴（２３'）の別の態様を示す断面図であり、この例では、目地交差部にステ
ンレス、塩ビ、あるいは鋳鉄製の筒部材２４を、下端が下地モルタル２１下の砕石層３０
に達し、上端が目地表面と一致するように嵌め込み、筒部材２４内に砂等を詰め込んだ後
、筒部材２４の上端開口をステンレス製等で複数の穿孔２５'を有する蓋部材２５によっ
て閉鎖するようにした。従って、例えばかかる透水穴２３'が詰まって水はけが不良とな
った場合、蓋部材２５を取り外して、筒部材２４内の砂等を入れ変える等のメンテナンス
を行うことが可能となる。このような透水穴２３'を適宜設けることにより、本方法によ
って目地を施工した領域には側溝、集水マス等は不用となる。
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【００３３】
図５は、図３のＢ－Ｂ線断面を別の平板１０'に置換して略示する断面図である。平板１
０'は、平板１０の凸部１３及び凹部１３'が備わる側部とは別の両側部において、下地層
１１'の側端を表層１２'の側端に対し水平方向に突出させたものに相当する。このような
下地層１１'の凸部１１"間上に既述した目地２０を形成することにより、目地２０と平板
１０'との境目に生じやすいひび割れを有効に防止できると共に、目地２０の沈下をも防
ぐことができる。また、隣接する平板１０'の下地層１１'間に事前に例えば4本程度の鉄
筋２６を配設することにより、平板１０'と目地２０との結合力を強めることができる。
【００３４】
尚、本目地施工方法においては、平板として公知のコンクリート製品等を用いることがで
きる。
【００３５】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明に係る表面仕上材によれば、通常は廃棄処分等とされる非常
に安価又は無料の自然石、レンガ等の廃材を表層材として有効に利用して、敷設個所を従
来全く見られなかった外観に仕上げることができる。また、この表面仕上材では、自然石
、レンガ等の廃材を選択的に使って手工業的に作製するので、自然石、レンガ等の廃材を
手作業によって敷設する、かかる手作業を地域の街路作りなどに参加してもらう形で例え
ば養護学校等の施設に依頼して行うことができ、これによって養護学校生等の各自の個性
を生かした街作りとすることができる。そして、この表面仕上材の場合、片側一方の縁部
は下地層が表層に対して凹状に、片側他方の縁部は下地層が表層に対して凸状にそれぞれ
形成されることで、複数の表面仕上材を隣接してジョイントさせることができる。また、
本発明に係る表面仕上材の目地によれば、通常は廃棄処分等とされる非常に安価又は無料
の自然石、レンガ等の廃材を表層材として有効に利用して、目地を従来全く見られなかっ
た外観に仕上げることができる。特に、この目地では、複数の小片材を散りばめ可能に目
地幅を大きく取って、屑自然石、屑レンガなど各種の廃材の小片材を散りばめるので、目
地それ自体に人目を引くような外観的デザインを付与することができる。そして、この目
地の場合、目地の両側の各表面仕上材は下地材の縁部が表層材の縁部に対して凸状に形成
されるので、目地と表面仕上材との境目に生じやすいひび割れや目地の沈下を有効に防ぐ
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る表面仕上材の一例を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】本発明に係る目地施工方法によって施工した目地等を示す平面図である。
【図４】透水用の穴の一例を示す断面図である。
【図５】図３のＢ－Ｂ線断面図において平板を別の平板に置き換えて略示する断面説明図
である。
【符号の説明】
1０,１０' 平板
１１,１１' 下地層
１１" 凸部
１２,１２' 表層
１２Ａ　自然石
１２Ｂ　レンガ
１２Ｃ　縁石
１３　凸部
１３' 凹部
２０　目地
２１　モルタル層
２１Ａ　屑自然石
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２１Ｂ　屑レンガ
２２　石
２３,２３' 穴
２４　筒部材
２５　蓋部材
２５' 穿孔
２６　鉄筋
３０　砕石層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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